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１．件 名 

令和６年度 フィルタ効率測定 

 

２．目的及び概要 

  本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）青森研

究開発センター 関根施設及び大湊施設の管理区域に設置されている排気フィルタ類につ

いて、DOP 捕集率を測定することにより、フィルタ性能が維持されていることを確認する

業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 

  本作業は、保安規定等に基づき排気フィルタ類の捕集率を測定することにより、フィル

タの健全性を確認するためのものであり、受注者は、対象設備の構造、取扱方法、関係法

令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとす

る。 

 

３．作業実施場所 

青森県むつ市大字関根字北関根 400 番地、他（関根施設） 
青森県むつ市港町 4 番 24 号（大湊施設） 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
青森研究開発センター 

    関根施設 
     建屋：燃料・廃棄物取扱棟、保管建屋、機材・排水管理棟 
    大湊施設 
     建屋：研究棟 

 

４．実施期間及び納期 

（１）希望実施期間 

    契約締結後～12 月 6 日（金）の期間内で行う。 

（詳細については、機構担当者と打ち合わせの上決定することとする。） 

（２）希望実施時間 

測定期間中の作業実施時間は、土、日曜日及び祝祭日を除く 9：00～17：30 の時間

内に実施すること。 

（３）納期 

令和 6 年 12 月 27 日（金）  

         

５．作業内容 

５．１ 作業対象機器 

   （１）燃料・廃棄物取扱棟オフガスフィルタユニット 

・場 所  ：燃料・廃棄物取扱棟２階 気体廃棄物処理設備室 

     ・型 式  ：多段式たて置き角形 

     ・定格容量  ：1,100ｍ３/h 

     ・DOP 捕集率  ：99％以上（0.4μｍ 平均粒径） 

     ・機器番号  ：250.F10 
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（２）燃料・廃棄物取扱棟管理区域排気フィルタユニット 

・場 所  ：燃料・廃棄物取扱棟４階 建屋排気設備室 

     ・型 式  ：密封交換型 

     ・定格容量  ：11,566 ｍ３/h 

     ・DOP 捕集率  ：99％以上（0.4μｍ 平均粒径） 

     ・機器番号  ：420.F10、420.F11、420.F12、420.F13、420.F14、420.F15 

（３）保管建屋管理区域排気フィルタユニット 

・場 所  ：保管建屋１階 排気設備室 

     ・型 式  ：密封交換型 

     ・定格容量  ：3,000ｍ３/h 

     ・DOP 捕集率  ：99％以上（0.4μｍ 平均粒径） 

 ・機器番号  ：SFU-02(No.1)､SFU-02(No.2)､SFU-02(No.3)､SFU-02(No.4）              

 （４）機材・排水管理棟管理区域排気フィルタユニット 

・場 所  ：機材・排水管理棟１階 建屋排気設備室 

     ・型 式  ：密封交換型 

     ・定格容量  ：2,840ｍ３/h 

     ・DOP 捕集率 ：99％以上（0.4μｍ 平均粒径） 

     ・機器番号  ：440.F10、440.F11 

 （５）研究棟管理区域排気処理ユニット 

・場 所  ：大湊施設研究棟 1 階 給排気室 

     ・型 式  ：密封交換型 

     ・定格容量  ：1,620ｍ３/h 

     ・DOP 捕集率  ：99％以上（0.4μｍ 平均粒径） 

     ・機器番号  ：ＥＡＵ－１（試料調整室系統） 

（６）研究棟管理区域排気処理ユニット 

・場 所  ：大湊施設研究棟 1 階 給排気室 

    ・型 式  ：密封交換型 

    ・定格容量  ：2,400ｍ３/h 

    ・DOP 捕集率 ：99％以上（0.4μｍ 平均粒径） 

    ・機器番号  ：ＥＡＵ－２（分析室系統） 

 

  ５．２ 作業範囲及び項目 

 （１）準 備 

   （２）DOP 捕集率測定 

   （３）その他 

 

５．３ 作業内容及び方法等 
 ５．３．１ 作業における共通事項 

    （１）受注者は、建屋の構造、作業対象機器の構造、配置、性能等を把握し合理的

かつ最適な方法を選定した上で、工程表、作業要領書を提出すること。 
（２）本作業に使用する機材・冶具等を準備すること。 
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（３）本作業に使用する測定機器は 1 年以内に校正されたものを使用すること。校

正使用機器校正等証明書(校正証明書、校正成績書、トレーサビリティー証明書)
を作業前に提出し、有効期限等について機構の確認を得ること。 

５．３．２ 作業内容及び方法 
（１）準備 

      ① 受注者は、建屋の構造、作業対象機器の構造配置、性能等を把握し合理的

かつ最適な方法を選定した上で、工程表、作業要領書を提出すること。 

      ② 本作業は、フィルタ捕集率測定作業について十分な知識、経験を有する作

業員が１年以内に校正された測定器を使用して測定及び作業を行うこと。使

用機器校正等証明書(校正証明書、校正成績書、トレーサビリティー証明書)

を作業前に提出し、有効期限等について機構の確認を得ること。 

（２）DOP 捕集率測定 

① 燃料・廃棄物取扱棟オフガスフィルタユニット１基、燃料・廃棄物取扱棟

管理区域排気フィルタユニット６基、保管建屋管理区域排気フィルタユニッ

ト４基、機材・排水管理棟管理区域排気フィルタユニット２基、大湊施設研

究棟管理区域排気処理ユニット２基の DOP 捕集率を測定する。 

② 測定方法は、測定前に換気設備が 1 時間以上運転していることを確認して

から、フィルタの上流に DOP 発生器で測定対象粒径（0.3μｍ以上）の DOP 液

を注入し（機材・排水管理棟及び保管建屋は DOP 投入専用配管から）、光散乱

式粒子計数器により、フィルタの上流側濃度と下流側濃度を測定し DOP 捕集

率を求める。 

詳細は、機構担当者と打合せの上決定するものとする。 

（３）その他 

① DOP捕集率測定は機構職員立会のもと行い、測定結果について確認を行う。 

② 本作業中、対象機器に機能上有害な変形、機能動作不良等が発見された場

合、機構へ報告すること。また、作業終了後、報告書により報告すること。 

 

６． 必要な資格等 
６．１ 放射線業務従事者（放射線管理手帳所持者） 

受注者の現場責任者及び作業員は放射線業務従事者中央登録センターが運営して

いる被ばく線量登録管理制度に登録した上、受注者側で必要な教育の受講及び特殊

健康診断を受診し、本作業を開始する前に機構が行う保安教育を受けること。 
なお、本作業に従事する作業員は、本作業における放射線業務従事者指定期間中

に、他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受けることを禁止する。 
 ６．２ 作業責任者認定制度 

     受注者の現場責任者は、機構の作業責任者等認定制度に基づく安全教育を受講し、

認定を受けること。 
 

７．支給品及び貸与品 

 （１）支給品 

以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて支給する。 
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① 本業務に使用する水、電気は原則として無償支給とするが、努めて浪費をさけ

ること。なお、100V のコンセント電源を使用する場合は、漏電遮断器（過負荷兼

用）付き延長コードを使用すること。 

② その他、協議の上決定したもの 

 （２）貸与品 

    以下の物品を作業時に受注者へ無償にて貸与する。受注者は、貸与期間中、受注者

の責任のもと最善の管理を行うこと。損傷、紛失等を生じた場合は、機構が要求する

期日までにこれらを弁償すること。 

    ① 放射線防護資材（管理区域内作業服等、個人線量計） 

    ② 本業務の遂行にあたり必要な規定、基準等の資料等。なお、貸与した資料は、

使用後速やかに返却すること。 

    ③ その他、協議の上決定したもの 

 

８．提出書類 

受注者は、以下に示す書類を遅滞なく提出すること。  

なお、「作業要領書」については、安全に作業するための対策、保護具の使用、ホール

ドポイントの設定を具体的に明記すること。また、対象機器ごとに作業項目及び作業内

容を記載すること。 

（１）作業工程表（要確認）          契約後速やかに       １部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（２）作業要領書（要確認）          契約後速やかに       １部 

（３）総括責任者届                  契約後速やかに       １部 

（４）品質保証計画書（要確認）          契約後速やかに       １部 

 （５）作業員名簿               作業開始１週間前までに   １部 

（６）委任または下請負届           作業開始１週間前までに   １部 

    （機構様式、下請負等がある場合） 

（７）使用機器校正等証明書          作業開始１週間前までに   １部 

（８）作業報告書               全作業終了後速やかに    ３部 

（９）作業日報（当所様式）             翌作業日まで         １部 

（10）ＴＢＭ、ＫＹ記録 （写し可）           作業開始前          １部 

（11）安全衛生チェックリスト（機構様式）   契約後速やかに       １部 

（12）リスクアセスメント実施報告書（機構様式）契約後速やかに       １部 

（13）作業体制表               契約後速やかに       １部 

（14）その他、作業に必要な資料等の機構において特に必要とするもの   必要部数 

 

提出書類は、原子力機構が契約履行上安全配慮に問題がないか確認を行い、修正が必

要な場合は指示する。この確認および修正には最大で約 2 週間程度かかる。 

【提出場所】 

  青森研究開発センター 施設工務課又は総務課 

 
９．検収条件 

 「８．提出書類」の確認並びに、機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を

もって、検収とする。 
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10．適用法規・規格基準 

（１）法令 

  ①「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び関係法令 

  ②「放射性同位元素等の規制に関する法律」及び関係法令 

  ③「電離放射線障害防止規則」 

  ④「労働安全衛生法」及び関係法令 

  ⑤「原子力第１船原子炉施設保安規定」、「青森研究開発センター少量核燃料物質使用

施設等保安規則」他諸規定等 

⑥ 青森研究開発センター労働安全衛生関係規定等 

（「青森研究開発センター労働安全手引」「作業責任者の認定手引」他） 

⑦ その他、関係法令 

（２）規格 

  ① 日本産業規格(JIS) 

    ② その他 

 

11．品質保証 
 （１）受注者は、「青森研究開発センター原子炉施設品質マネジメント計画書」を遵守し、

本仕様書に定められた作業を行うこととする。 
受注者は品質保証活動（管理体制、文書管理、工程管理、検査及び試験の管理、品

質保証記録の管理等）に関する事項について、作業要領書（要確認）に記載し十分な

品質管理を行うこと。 
 （２）受注者は、本作業に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書を提出

し、機構の確認を得ること。 
 （３）受注者（受注者が使用する下請け業者を含む）は、機構から要求があった場合には、

立ち入り調査及び監査に応じるものとする。 
（４）受注者は、作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と

技能を有した要員を従事させるか、またはその者に常時指導・監督させること。 

 
12．不適合の報告及び処理 

   受注者は、作業の過程で発生した不適合について、その内容及び処理案等を速やかに

報告書にて報告すること。また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっ

ては、上記の処理案に再発防止対策を含めること。 

なお、不適合管理は「原子力第１船原子炉施設 不適合管理並びに是正処置及び未然処

置要領」に基づき行うものとし、掛かる経費は受注者が負うものとする。 

 
13．安全文化を醸成するための活動 
   受注者は、以下に示すような安全文化を醸成するための活動に適時取組み、本仕様書

に基づく作業が安全に行われるようにすること。 
・安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透 
・構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡 
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・施設、設備等の習熟（知識と技術）と基本動作（5S、KY・TBM 等）の徹底 
・本作業の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善 

 

14． 安全教育及び安全管理 
 （１）本作業において管理区域内で作業を行う者は、作業前に管理区域への入域のための

教育を受けること。また、「青森研究開発センター安全衛生管理規則」に基づく「外来

作業者安全衛生教育」を受けること。 

 （２）受注者は、本作業で現場責任者の役割をする者に機構が実施する「作業責任者等教

育」を受講させ、作業開始前までに現場責任者の認定を受けること。また、作業中は

現場責任者を常駐させ作業の円滑な進行を図るとともに作業全体の管理を行うこと。 

 （３）作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行

い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂

行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、

火災その他の事故防止に努めるものとする。 

（４）作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 

 （５）受注者は、作業着手に先立ち機構と安全について十分に打合せを行うこと。（リスク

アセスメントの実施等） 

 （６）作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

 （７）受注者は、作業中のヘルメット・保護具（保護手袋等）の着用を徹底すること。 

 （８）受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあ

るものについては、転倒防止策等を施すこと。 

 （９）受注者は、本作業に使用するテスターは、テストピンの金属部分に絶縁養生を施す

こと。 

 （10）受注者は、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとす

る。 

 （11）受注者は、本作業期間中、心身ともに健康で身体に外傷のない作業員を従事させる

こと。 

 （12）放射線管理及び異常時の対策は、機構の指示に従うこと。 

 
15． 特記事項 

（１）本作業は、原則として機構職員が立ち会いを行うものとする。 
（２）本仕様書に疑義が生じた場合または、定めのない事項については両者協議のうえ、

決定する。 
（３）本仕様書に明記されていなくても本契約に基づく業務の遂行上当然必要である仕様

は、すべてこれを満足すること。 
（４）受注者は、作業場所の整理、整頓及び清掃を行い、ごみ等の飛散を防止するととも

に組立て、復旧の際には異物が混入しないようにすること。 
（５）受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。また、

下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆ

る点において下請業者を使用したことによる不適合を防止すること。 
（６）受注者は、点検整備等の過程や試験、検査等において発生又は発見された不具合に
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ついて、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。また、処置案に

ついては、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 
（７）受注者は業務の実施後において、作業対象機器の維持又は運用に必要な技術情報（保

安に係るものに限る）がある場合には、これを提供すること。 
（８）受注者は業務を実施することにより収得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もし

くは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはでき

ない。ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 

（９）受注者は機構が伝染性の疾病（新型インフルエンザ等）に対する対策を目的として

定めた行動計画等の対処方針に協力するものとする。 

 

16．総括責任者 
受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者（以下

｢総括責任者｣という｡）及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 
（１）受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令。 
（２）本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整。 
（３）受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項 

 
17．現場責任者 

  受注者は本契約業務を履行するにあたり、現場責任者を選任し、次の任務に当たらせる

ものとする。なお、作業管理上において総括責任者が現場責任者を兼任することに関して

は、特に支障ないものとする。 

（１） 作業現場における放射線状況その他作業環境を、作業計画時から終了時まで常時把

握すること。 

（２）作業要領書等で示すホールドポイントを含めた作業手順が、作業現場の状況に支障

無く対応できることを確認すること。 

（３) 作業実施時に必要な器材等について、準備状況、安全性を含む機能等を確認するこ

と。 

（４）作業員の配置、作業計画書等、関係者の指示事項、災害防止のための基本動作、ホ

ールドポイント等について作業員への周知徹底を確認すること。 

（５）作業開始前の TBM において、作業員の健康状態、作業内容、役割分担、注意事項等

を確認すること。 

（６）特に 3H(初めて、変更、久しぶり)作業を実施する場合は、作業を実施する上で留意

すべき事項の周知を徹底し、安全確保を図ること。 

（７）作業開始前 KY において、危険ポイントを認識させるとともに、講じた安全対策につ

いては、作業開始前にその処置状況を確認すること。また、作業中にも適宜 KY を実施

し、安全を確認すること。 

（８）作業に関連する規則類の遵守状況を確認し、これを徹底させること。 

（９）現場責任者は作業現場に常駐すること。なお、やむを得ず作業現場を離れる場合は、

現場責任者の認定を受けた者の中から代理者を指名し、その旨を作業員に周知すると

ともに、機構に連絡する。この際、連絡先を明らかにしておくこと。 
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（10）作業の開始時、終了時及び時間外作業を必要とする時は、機構へ連絡すること。 

 

18．検査員及び監督員 

検査員 

（１）一般検査 

      総務課長 

  監督員 

  （１）捕集率測定検査 

施設工務課マネージャー・施設工務課チームリーダー 

 

19．グリーン購入法の推進 
（１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律） 
に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するも

のとする。 
（２）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 


